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資料３ 

令和 2年 11月 19日 

大洗研究所 材料試験炉部 

廃止措置計画の審査基準規則要求と廃止措置計画補正の対比表（ＪＭＴＲ原子炉施設） 

試験炉規則 

（2020/4/1施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1改訂） 

ＪＭＴＲ原子炉施設廃止措置計画 申請案 

（下線部：補正箇所） 

 ２．申請書記載事項に対する審査基準  

（廃止措置計画の認可の申請） 

試験炉規則 

第 16 条の 6 法第四十三条の三の二第二項

の規定により廃止措置計画の認可を受けよ

うとする者は、廃止しようとする試験研究用

等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項につ

いて廃止措置計画を定め、これを記載した申

請書を原子力規制委員会に提出しなければ

ならない。 

 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

 

 本文四 廃止措置対象施設及びその敷地 

１．廃止措置対象施設の範囲 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）大洗

研究所（北地区）では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

（昭和 32年 6月 10日法律第 166号。以下「原子炉等規制法」という。）に基づき

許可を受けた原子炉設置変更許可申請書（平成 24年 3月 30日付け 23受文科科第

5940 号）に記載しているとおり、ＪＭＴＲ原子炉施設及びＨＴＴＲ原子炉施設の

設置許可を受けている。 

本廃止措置計画の廃止措置対象施設は、昭和 43 年 9 月 18 日付け 43 原研 05 第

51号をもって原子炉の設置に関する書類を提出し、原子炉等規制法第 23条第 1項

の許可を受けたとみなされたＪＭＴＲ原子炉施設である。 

また、共通施設である除染施設、タンクヤードから廃棄物管理施設の液体廃棄物

の受入れ施設に廃液を輸送する配管（以下「廃液輸送管」という。）及びモニタリ

ングポスト装置についても廃止措置対象施設であるＪＭＴＲ原子炉施設に含む。 

ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置対象施設を表４－１に示す。 

 

２．廃止措置対象施設の敷地 

大洗研究所（北地区）の敷地は、茨城県東茨城郡大洗町の南部に位置している。

敷地東側は太平洋に面し、標高 35～40m の台地があり、敷地内には 13～16m 位の

高低がある。敷地の西側約 1.5kmには涸沼があり、東側には敷地に沿ってほぼ南北

に国道 51 号がある。また、敷地の広さは東西約 1,200m、南北約 1,900m であり、

総面積は約 160万 m2である。 

上記のうち廃止措置対象施設であるＪＭＴＲ原子炉施設は、北門の南南西約

650mにある気象観測塔から西方約 450mに設置されている。また、ＪＭＴＲ原子炉

施設のうち除染施設は、敷地の北部を標高約 24～35m の階段状に整地造成した台

地に設置されており、気象観測塔までの距離は約 500mである。 

廃止措置対象施設の敷地概要図を図４－１に示す。 

 

３．廃止措置対象施設の状況 

３．１ 廃止措置対象施設の概要 

ＪＭＴＲ原子炉施設は、軽水減速軽水冷却タンク型原子炉であり、熱出力は 50MW

である。プラントの状態は、原子炉容器から燃料要素は全て取り出されており、制

御棒は全挿入された状態で停止中である。また、核燃料物質の貯蔵、放射性廃棄物
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の処理及び引渡しは原子炉設置変更許可申請書に記載した方法に従って行ってい

る。 

 ＪＭＴＲ原子炉施設は、設備及び建家の一部が放射性物質によって汚染されて

いる。これらの汚染されたものを内包する区域は管理区域に設定して管理してい

る。管理区域概要図を図４－２に示す。 

 

３．２ 廃止措置対象施設の運転履歴 

ＪＭＴＲ原子炉施設は、昭和 43年 9月 18日付け 43原研 05第 51号をもって原

子炉の設置に関する書類を提出し、原子炉等規制法第 23条第 1項の許可を受けた

とみなされた。昭和 43 年 3 月 30 日に臨界に達した後、昭和 45 年 1 月 12 日に定

格出力 50MWに到達、平成 18年 8月 1日に運転を終了するまで、約 38年間の原子

炉の運転実績を有し、動力炉の燃料・材料の研究開発に係る照射試験、材料基礎研

究及びＲＩ生産に利用されてきた。 

ＪＭＴＲ原子炉設置変更許可の経緯を表４－２に示す。 

 

試験炉規則 

五 前号の施設のうち解体の対象となる施

設及びその解体の方法 

 

試験炉規則第 16条の 6第 1項第 5号 

（１）解体の対象となる施設及びその解体の方法 

１）解体する原子炉施設  

原子炉設置者による廃止措置については、廃止措置が終了し、その結果が原子

力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員

会の確認を受けたときに、設置の許可は、その効力を失うこととなっている。 

また、旧原子炉設置者等による廃止措置については、廃止措置が終了し、その

結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子

力規制委員会の確認を受けるまでの間は、なお原子炉設置者とみなされる。 

こうしたことから、廃止措置計画に記載することとされている解体する原子

炉施設については、原子炉施設に係る設置の許可がなされたところにより、廃止

措置対象施設の範囲を特定するとともに、廃止措置対象施設のうち解体の対象

となる施設が示されていること。 

本文五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

１．廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設 

解体の対象となる施設（以下「解体対象施設」という。）は、表５－１に示す施

設とする。また、図４－２に示す管理区域を設定している建物で廃止措置後に一般

施設として利用するものについては管理区域解除までとし、建物の解体は行わな

い。管理区域を設定していない建物は、今後も継続して一般施設として利用するた

め、建物の解体は行わない。 

ＪＭＴＲ原子炉施設の解体対象施設を表５－１に、解体対象施設の配置概要図

を図５－１に示す。また、廃止措置終了後の配置概要図を図５－２に示す。 

 

 ２）解体の方法 

原子炉施設の廃止措置は、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染され

た物又は原子炉による災害の防止上適切（支障がないもの）であることが求めら

れる。 

すなわち、原子炉の運転を恒久的に停止した後には、まず、 発電用原子炉に

あっては、原子炉の炉心からの使用済燃料を取出し、及び 試験研究用等原子炉

にあっては、機能停止措置（原子炉における核分裂の発生能力を除去することに

より原子炉の機能を停止させるための措置）が講じられる必要がある。  

原子炉施設の解体撤去作業の実施に当たっては、公衆及び放射線業務従事者

の受ける線量の抑制又は低減の観点から、施設内に残存する放射性物質の種類、

数量及び分布や放射性廃棄物の発生量を事前に評価した上で、解体撤去作業前

本文五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

４．廃止措置の実施区分 

ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置は、第 1段階（解体準備段階）、第 2段階（原子

炉周辺設備の解体撤去段階）、第 3段階（原子炉本体等の解体撤去段階）、第 4段階

（管理区域解除段階）の 4段階に区分して実施する。 

今回の申請では、第 1 段階に行う具体的事項について記載する。第 2 段階以降

に行う具体的事項については、第 1 段階に実施する汚染状況の調査結果や管理区

域外の設備の解体撤去の経験等を踏まえ、解体撤去の手順及び工法、放射性物質の

処理及び管理方法等について検討を進め、原子炉周辺設備の解体撤去段階に入る

までに廃止措置計画に反映して変更認可を受ける。 

また、各段階において建物等の汚染除去の完了が確認できた時点で管理区域の
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の除染実施の検討や、放射性機器等の解体撤去時期の検討等により解体撤去の

手順及び工法の選定がなされる必要がある。また、廃止措置の進捗に応じて、保

安のために必要な原子炉施設の維持管理、放射性廃棄物の処理等に関する措置

が講じられる必要がある。 

ここで、原子炉施設の廃止措置は、一般的に、原子炉の機能停止、燃料体等の

撤去及び搬出、系統の隔離や施設の密閉、原子炉施設内の残存放射能の時間的減

衰を図るための安全貯蔵を経て、最終的に施設の解体撤去作業が、長期間をかけ

て行われる。 

こうしたことを踏まえ、 

〇解体の方法においては、原子炉施設の廃止措置期間全体を見通し、以下のよう

な段階とその段階ごとに講じる措置が示されていること。また、各工事の着手

要件、完了要件が適切に設定されていること。 

 

①試験研究用原子炉及び発電用原子炉の機能停止から燃料体搬出までの段階 

試験研究用原子炉及び発電用原子炉の機能停止のための措置として、炉心

からすべての燃料体が取り出され、炉心への燃料体の再装荷を不可とするよ

うな措置が講じられるとともに、燃料体は核燃料物質貯蔵設備に保管され、同

設備の解体開始前に原子炉施設外へ搬出されること。 

原子炉格納施設、換気設備及び廃棄設備等の閉じ込め機能が確保され、当該

機能の確保に関連する放射線管理設備、電源設備等の機能が確保されること。 

②燃料体搬出後から解体撤去までの段階 

原子炉格納施設、換気設備及び廃棄設備等の閉じ込め機能が確保され、当該

機能の確保に関連する放射線管理設備、電源設備等の機能が確保されること。 

③解体撤去段階 

原子炉施設内に残存する放射性物質の評価を基に、核燃料物質による汚染

の適切な除去、核燃料物質によって汚染された物の適切な廃棄等が行われる

こと。 

 

○発電用原子炉施設については、廃止措置計画に係る原子炉の炉心から使用済

燃料が取り出されていることが、認可の基準となっていることから、申請に先

立ち炉心から燃料を取り出していること。 

○発電用原子炉施設において、使用済燃料貯蔵施設に使用済燃料が存在する間

は、使用済燃料貯蔵施設から冷却水が大量に漏えいする事象等を考慮し、使用

済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するための必要な設備等

の重大事故等対処設備の解体について、その機能を維持管理する期間が適切

に評価されていること。あるいは、その設備が不要であることが適切に評価さ

れていること。 

 

注） 廃止措置計画の認可申請においては、廃止措置の全期間について試験炉規

指定解除を適宜実施する。 

 

５．解体の方法 

５．１ 第 1段階（解体準備段階） 

第 1段階では、原子炉の機能停止措置、核燃料物質の譲渡し、汚染状況の調査、

放射性廃棄物の処理及び引渡しを実施するとともに、安全確保のための機能に影

響を与えない範囲内で、供用を終了した設備のうち、管理区域外の設備の解体撤去

を実施する。また、管理区域内の設備の解体撤去等を行うための準備作業を実施す

る。 

第 1段階における解体撤去工事等の範囲と方法を表５－２に示す。 

（１）原子炉の機能停止措置 

原子炉の機能停止措置として、既に炉心から全ての燃料要素が取り出されて

おり、燃料要素取出し後の炉心にはダミー燃料又は反射体要素が装荷されてい

ることから、燃料要素を炉心へ装荷することが不可能な状態となっている。ま

た、制御棒の取り外し及び制御棒駆動装置の電源ケーブルの切離しを行い、恒久

的に原子炉が起動できない状態とする。 

（２）核燃料物質の譲渡し 

核燃料物質の譲渡しは、譲渡しのために必要な準備を整えた上で着手する。使

用済燃料は核燃料物質取扱設備及び使用済燃料貯蔵施設の解体撤去に着手する

までに、全ての搬出を完了させる。新燃料要素は新燃料貯蔵設備の解体撤去に着

手するまでに、全ての搬出を完了させる。核燃料物質の譲渡しに係る具体的な事

項は、「八 核燃料物質の管理及び譲渡し」に示す。 

（３）汚染状況の調査 

汚染状況の調査については、解体撤去の工法及び手順の策定や解体撤去で発

生する廃棄物の取扱いに関する事前評価等のため、「添付書類四 核燃料物質に

よる汚染の分布とその評価方法に関する説明書」で示すとおり、汚染分布の評価

を行うとともに、必要に応じて試料採取及び分析を行う。試料採取を行う場合

は、保安のために必要な機能等に影響を与えないことを確認した上で実施する。 

（４）放射性廃棄物の処理及び引渡し 

放射性廃棄物の処理及び引渡しは、「十 核燃料物質又は核燃料物質によつて

汚染された物の廃棄」に示す。 

（５）管理区域外の設備の解体撤去 

安全確保のための機能に影響を与えない範囲内で、供用を終了した設備のう

ち、管理区域外に設置されている設備の解体撤去に着手する。 

また、プールカナル循環系統については、熱交換器による系統の除熱を行わな

いため、熱交換器二次側冷却水（使用流体 ろ過水）の配管の閉止処置を実施す

る。 

 

５．２ 第 2段階以降に行う解体の方法 
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則、実用炉規則又は開発炉規則で定められた事項（以下「申請書記載事項」と

いう。）を申請書に記載することが必要であるところ、将来実施する個々の工

事の安全性等の詳細を申請時以降に定めることが合理的であると認められる

場合にあっては、当該部分（以下「後期工程」という。）の範囲を明確にした

上で、後期工程については、廃止措置の実施体制、試験研究用等原子炉本体及

び発電用原子炉本体の解体の基本方針、廃止措置に要する資金の額及びその

調達計画等の廃止措置全体の見通しの審査に必要な事項が記載されていれ

ば、必要な事項が記載されているものとして取り扱う。 

なお、この場合においては、申請後に、後期工程に着手するまでに申請書記

載事項の詳細を確定させ廃止措置計画の変更認可を受ける旨の記載があるこ

とを確認する。 

 

（１）第 2段階（原子炉周辺設備の解体撤去段階） 

原子炉周辺設備の解体撤去段階では、安全確保のための機能に影響を与えな

い範囲内で、供用を終了した施設のうち、原子炉本体以外の管理区域内設備の解

体撤去に着手する。解体撤去は熱的切断又は機械的切断により行う。具体的な工

法は、解体する設備の構造及び汚染状況、解体に使用する工具の使用条件、解体

に伴い発生する粉じんの影響等を考慮し選定する。また、汚染状況の調査結果を

踏まえ、必要に応じて、核燃料物質等による汚染の除去を行う。 

第 1段階に引き続き、核燃料物質の譲渡し、放射性廃棄物の処理及び引渡し並

びに管理区域外の設備の解体撤去を実施する。 

（２）第 3段階（原子炉本体等の解体撤去段階） 

原子炉本体等の解体撤去段階では、比較的放射能レベルが高い原子炉本体等

の解体撤去を実施する。解体撤去は、熱的切断又は機械的切断により行う。具体

的な工法は、解体する機器の構造及び汚染状況、解体に使用する工具の使用条

件、解体に伴い発生する粉じんの影響等を考慮し選定する。特に比較的放射能レ

ベルが高いものの解体においては、水中での切断、遠隔操作による切断等、被ば

く低減を考慮した工法を採用する。 

また、原子炉本体等の解体撤去段階以前に着手した設備等の解体撤去、核燃料

物質の譲渡し、放射性廃棄物の処理及び引渡し、核燃料物質等による汚染の除去

を引き続き実施する。 

（３）第 4段階（管理区域解除段階） 

管理区域解除段階では、管理区域外の設備の解体撤去、核燃料物質等による汚

染の除去並びに放射性廃棄物の処理及び引渡しを引き続き行うとともに、原子

炉周辺設備の解体撤去及び原子炉本体等の解体撤去完了後、建家内面のはつり

作業を行い、汚染がないことを確認した上で管理区域を順次解除する。 

解体対象施設の解体撤去、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質等による汚染の除去、

放射性廃棄物の処理及び引渡し並びに廃止措置対象の管理区域解除が終了した

後、原子炉等規制法第 43条の 3の 2第 3項において準用する同法第 12条の 6第 8

項に基づく廃止措置の終了の確認を受ける。 

試験炉規則 

六 性能維持施設 

 

試験炉規則第 16条の 6第 1項第 6号 

（２）廃止措置期間中に性能を維持すべき施設 

公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は低減の観点から、廃止措置

対象施設内に残存する放射性物質の数量及び分布等を踏まえ、立案された核燃料

物質による汚染の除去手順、設備・機器又は施設の解体手順等の措置との関係にお

いて、廃止措置期間中に性能を維持すべき施設（以下「性能維持施設」という。）

が、廃止措置期間を見通した廃止措置の段階ごとに適切に設定されており、性能維

持施設を維持管理するための基本的な考え方が示されていること。また、これに基

づき選定された具体的な設備が施設区分ごとに示されていること。 

 

本文六 廃止措置期間中に性能を維持すべき試験研究用等原子炉施設 

廃止措置期間中に性能を維持すべき試験研究用等原子炉施設（以下「性能維持施

設」という。）は、「五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解

体の方法」に基づき、周辺の公衆及び放射線業務従事者の被ばく低減を図るととも

に、使用済燃料の貯蔵のための管理、汚染の除去工事、解体撤去工事及び核燃料物

質によって汚染されたものの廃棄等の各種作業の実施に対する安全の確保のため

に、必要な期間、必要な機能を維持管理する。 

設備の故障等により必要な機能の維持ができない又は機能の維持ができなくな

るおそれがある場合は、その設備が稼働できないことで安全性に影響が出るまで

の時間的猶予等を考慮し、補修又は取替えを行う。また、状況に応じた代替えの措

置等を講じて安全確保を行い、廃止措置の進捗に影響を及ぼさないよう努める。た
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だし、設備の故障等により安全性の確保ができない作業は行わない。 

 

試験炉規則 

七 性能維持施設の位置、構造及び設備並

びにその性能並びにその性能を維持すべき

期間 

 

試験炉規則第 16条の 6第 1項第 7号 

（３）性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持

すべき期間 

（２）で選定された性能維持施設について、それぞれ位置、構造及び設備並びに

その性能並びにその性能を維持すべき期間が示されていること。また、ここで示さ

れる性能維持施設の性能については、性能維持施設が維持すべき機能ごとに、その

性能を満たすために必要な仕様等（以下単に「必要な仕様等」という。）が示され

ていること。 

また、原子炉施設を解体する工事を実施するに当たって、公衆及び放射線業務従

事者の受ける線量を抑制し、又は低減する観点その他の原子力安全の観点から、専

ら廃止措置で使用するために導入する施設又は設備において、当該施設又は設備

の設計及び工事の方法に関することが示されていること。 

研究開発段階発電用原子炉にあっては、（２）で選定された性能維持施設につい

て、技術上の基準により難い特別の事情がある場合は、当該事情を明らかにすると

ともに、発電用原子炉施設の現況や技術上の基準等に照らし適切な方法により性

能維持施設を維持すること、必要な仕様等を満たすこと等が示されていること。 

 

本文七 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維

持すべき期間 

１．性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべ

き期間 

性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべ

き期間を表７－１に示す。表７－１で示す設備は、保安規定に基づき、必要な期間

中、適切な頻度で点検、検査及び校正を実施し、安全確保上必要な機能及び性能が

維持できるよう管理を行う。 

解体撤去工事を実施するに当たって、専ら廃止措置のために使用する施設又は

設備を導入する場合においては、当該施設又は設備の設計及び工事の計画に関す

ることを解体工事着手前までに、本廃止措置計画の変更認可申請を行うことによ

り示すこととする。 

 

２．空気系統用冷却設備の設置 

≪内容省略≫ 

 

試験炉規則 

八 核燃料物質の管理及び譲渡し 

試験炉規則第 16条の 6第 1項第 8号 

（４）核燃料物質の管理及び譲渡し 

廃止措置対象の原子炉施設の全ての核燃料物質が適切な譲渡し先に譲渡される

こと等を示し、このうち使用済燃料については、設置許可を受けた「使用済燃料の

処分の方法」に従い、適切な譲渡し等の措置が示されており、核燃料物質の譲渡し

等に当たっては、以下の措置を講じることが示されていることを確認する。 

① 核燃料物質の存在場所と種類・数量の確認 

廃止措置開始時点における核燃料物質の存在場所と種類・数量が確認され

ること。 

② 核燃料物質の保管 

核燃料物質は、搬出までの間、核燃料物質貯蔵設備に保管されること。 

③ 核燃料物質の搬出、輸送 

核燃料物質の搬出、輸送に当たっては、関係法令に従った措置が講じられる

こと。 

④ 核燃料物質の譲渡し先 

○原子炉設置者については、法第６１条第３号又は４号、第９号及び第１１号 

○旧原子炉設置者等については、法第６１条第１０号の規定に従って、核燃料

物質の譲渡し先が選定されていること。 

 

本文八 核燃料物質の管理及び譲渡し 

１．核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

核燃料物質の貯蔵場所ごとの種類及び数量を表８－１に示す。 

２．核燃料物質の管理 

使用済燃料は、ＪＭＴＲ原子炉施設から搬出するまでの期間、カナル及びＳＦＣ

プールで貯蔵し、原子炉運転段階と同様の管理を行う。 

新燃料要素及びＪＭＴＲＣ※1で使用した燃料は、ＪＭＴＲ原子炉施設から搬出

するまでの期間、燃料管理室内の新燃料貯蔵設備に貯蔵し、原子炉運転段階と同様

の管理を行う。  

３．核燃料物質の譲渡し 

使用済燃料及びＪＭＴＲＣで使用した燃料は、輸送容器に収納し、計画的に米国

エネルギー省に譲り渡す。 

新燃料要素については、国内外の許可を有する事業者に譲り渡す。 

使用済燃料及び新燃料要素の譲渡しは、関係法令を遵守して実施していく。 

 

試験炉規則 試験炉規則第 16条の 6第 1項第 9号 本文九 核燃料物質による汚染の除去  
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九 核燃料物質による汚染の除去 （５）核燃料物質による汚染の除去 

廃止措置対象の原子炉施設における核燃料物質による汚染の分布等の事前評価

結果、汚染の除去の方法及び安全管理上の措置の内容が示されていること。 

 

１．汚染の状況 

廃止措置対象施設の一部は、核燃料物質等により汚染されている。廃止措置対象

施設の主な汚染の分布の評価は「添付書類四 核燃料物質による汚染の分布とその

評価方法に関する説明書」に示す。 

２．汚染の除去の方法 

放射化汚染物については、時間減衰による放射能の低減を図るとともに、施設・

設備の放射化汚染を生じている部分を取り除くための切断、又は施設・設備全体の

解体撤去等により、汚染の除去を行う。 

二次汚染物については、時間減衰による放射能の低減を図るとともに、可能な限

り、洗浄、拭き取り等により汚染の除去を行う。 

汚染の除去に当たっては、汚染状況の調査結果を踏まえ、放射線業務従事者の被

ばく低減又は放射性廃棄物の放射能レベルの観点から有効と判断した場合は、第 2

段階に入るまでに、除染対象並びに具体的な除染方法及び安全管理上の措置につ

いて定め、廃止措置計画に反映して変更の認可を受ける。 

 

試験炉規則 

十 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚

染された物の廃棄 

試験炉規則第 16条の 6第 1項第 10号 

（６）核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 

廃止措置対象の原子炉施設からの放射性廃棄物の適切な廃棄を確実に行うこと

が示されていること。 

なお、放射性固体廃棄物については、適切な廃棄が確実に行われるまでの間は、

当該施設の放射性廃棄物の廃棄施設に保管することが示されていること。 

また、核燃料物質によって汚染された物の廃棄について、以下の措置を講じるこ

とが示されていること。 

①放射性気体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性気体廃棄物については、原子炉の

運転中における取扱いと同様に措置されること。 

②放射性液体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性液体廃棄物については、原子炉の

運転中における取扱いと同様に措置されること。 

③放射性固体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置に伴い発生する放射性固体廃棄物については、放射性

物質による汚染の程度により区分されること。また、その発生から処理及び保管

等の各段階の取扱いにおいて、飛散、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切

に防止できるよう措置された設備等が用いられること。 

また、原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性固体廃棄物については、それ

らを適切に廃棄するまでの間の保管容量が確保されること。 

 

本文十 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 

核燃料物質は、「八 核燃料物質の管理及び譲渡し」に記載のとおり、管理及び譲

渡しを行う。 

核燃料物質によって汚染された物は、放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及び

放射性固体廃棄物に分類される。廃棄の方法は、以下のとおりである。 

１．放射性気体廃棄物 

（第 1段階） 

廃止措置の第 1 段階に発生する放射性気体廃棄物は、施設の運転段階における

原子炉停止時の発生量と同程度であり、従来の原子炉設置変更許可申請書に記載

している廃棄の方法と同様、排気系に集めて、フィルタバンクを通して浄化した

後、排気ダストモニタにより、放射性物質の濃度が線量限度告示に定める排気中の

濃度限度以下であることを連続監視しながら、排気筒から大気に放出する。図１０

－１に気体廃棄物の廃棄施設の系統概要図を示す。 

（第 2段階以降） 

 廃止措置の第 2 段階以降に発生する放射性気体廃棄物の管理については、汚染

状況の調査、解体撤去の工法及び手順と合わせて検討を進め、第 2段階に入るまで

に定め、廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。 

 

２．放射性液体廃棄物 

（第 1段階） 

廃止措置の第 1段階に発生する主な放射性液体廃棄物は、機器ドレン、手洗いド

レン、プールカナル水の水質維持の際に発生する廃液であるが、施設の運転段階に

おける原子炉停止時の発生量と同程度であり、従来の原子炉設置変更許可申請書

に記載している廃棄の方法と同様、排水系統の貯槽からタンクヤードの廃液タン
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ク等に回収し、放射性物質の濃度を測定した後、廃棄物管理施設へ移送して引き渡

す。ただし、原子炉設置変更許可申請書に記載している線量限度告示で定める濃度

限度以下のものをＪＭＴＲ原子炉施設の排水口から一般排水管へ放出することは

行わない。 

なお、引き渡した放射性液体廃棄物は、廃棄物管理施設が管理する。図１０－２

に液体廃棄物の廃棄設備の系統概要図を示す。 

（第 2段階以降） 

廃止措置の第 2 段階以降に発生する放射性液体廃棄物の管理については、汚染

状況の調査、解体撤去の工法及び手順と合わせて検討を進め、第 2段階に入るまで

に定め、廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。 

 

３．放射性固体廃棄物等 

放射性固体廃棄物のうち、施設の維持管理に伴い発生する廃棄物（以下「維持管

理付随廃棄物」という。）は、合理的に達成可能な限り低減に努め、従来の原子炉

設置変更許可申請書に記載している方法に基づき、廃棄物管理施設へ移送して引

き渡す。ただし、使用済イオン交換樹脂については、廃棄物管理施設又は処分場に

移送して引き渡す。 

放射性固体廃棄物のうち、解体撤去工事に伴い発生する廃棄物で放射性物質と

して扱う必要がないものを除いた廃棄物（以下「解体撤去廃棄物」という。）につ

いては、比較的放射能レベルが高いもの、放射能レベルが低いもの及び放射能レベ

ルが極めて低いものに区分し、廃止措置の終了までに、それぞれの放射能レベル区

分に応じて廃棄物管理施設又は処分場へ移送して引き渡す。 

放射性物質として扱う必要がないものは、原子炉等規制法に規定された手続及

び確認を経て施設から搬出し、可能な限り再利用に供する。 

維持管理付随廃棄物及び解体撤去廃棄物については、廃棄物管理施設又は処分

場に引渡し等をするまでの間、ＪＭＴＲ原子炉施設内の保管廃棄施設に保管する。 

維持管理付随廃棄物、解体撤去廃棄物及び放射性物質として扱う必要がないも

のの保管に当たっては、保管廃棄施設、収納容器及び測定等の管理を保安規定に定

め、安全上必要な措置を講じた上で適切に管理する。ただし、維持管理付随廃棄物

のうち、使用済イオン交換樹脂については、「３．１．１ 維持管理付随廃棄物」に

示す保管方法とする。 

引き渡した維持管理付随廃棄物及び解体撤去廃棄物は、廃棄物管理施設又は処

分場が管理する。なお、放射性廃棄物でない廃棄物は、産業廃棄物として廃棄又は

資源として有効利用する。 

放射性固体廃棄物等の放射能レベル区分ごとの推定発生量を表１０－１に示

す。また、主な廃止措置対象施設の推定汚染分布を図１０－３に示す。 

  

３．１ 第 1段階に発生する放射性固体廃棄物 

３．１．１ 維持管理付随廃棄物 
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廃止措置の第 1段階に発生する維持管理付随廃棄物は以下のとおり。 

（１）使用済イオン交換樹脂 

使用済イオン交換樹脂は廃棄物管理施設又は処分場へ移送して引き渡すまで

の間、第３排水系の貯槽に貯蔵する。保管に当たっては、原子炉運転段階と同様

に、安全上必要な措置を講じた上で適切に管理する。 

（２）使用済フィルタ 

使用済フィルタは、放射性物質の飛散防止としてビニールシート等で梱包し、

線量当量率を測定した上で廃棄物管理施設へ移送して引き渡すまでの間、保管

廃棄施設に保管する。保管に当たっては、安全上必要な措置を保安規定等に定め

て適切に管理する。 

（３）雑固体廃棄物 

設備の保守管理等により発生する雑固体廃棄物は、専用の廃棄物容器（カート

ンボックス等）に収容するか、ビニールシート等で梱包するなど、放射性物質の

飛散防止を施し、線量当量率を測定した上で、廃棄物管理施設へ移送して引き渡

すまでの間、保管廃棄施設に保管する。保管に当たっては、安全上必要な措置を

保安規定等に定めて適切に管理する。 

 

３．２ 第 2段階以降に発生する放射性固体廃棄物 

 廃止措置の第 2 段階以降に発生する放射性固体廃棄物の管理については、汚染

状況の調査、解体撤去の工法及び手順と合わせて検討を進め、第 2段階に入るまで

に定め、廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。 

 

試験炉規則 

十一 廃止措置の工程 

試験炉規則第 16条の 6第 1項第 11号 

（７）廃止措置の工程 

原子炉施設の廃止措置は、一般的に、原子炉からの核燃料の取り出し等の原子炉

の機能停止、系統の隔離や密閉、原子炉施設の解体撤去等段階的に長期にわたり実

施される。このような廃止措置期間中、原子炉施設の解体撤去に当たっては、公衆

及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は低減の観点から、保安のために必

要な原子炉施設を適切に維持管理しつつ作業が実施されること。 

こうしたことに鑑み、廃止措置の全体計画として、廃止措置の着手時期、維持管

理期間、解体撤去工事に着手する時期及び終了時期を示すために、廃止措置の方

針・手順を時間軸の単位を年度として工程表により示すとともに、その概要が説明

されていること。 

本文十一 廃止措置の工程 

ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置は、原子炉等規制法に基づく廃止措置計画の認

可以降、この廃止措置計画に基づき実施し、2039年度までに完了する予定である。

廃止措置工程を表１１－１に示す。 

 

 

 

 

 

※概要は本文五～十で示したとおり 

 注）上記（１）から（７）までにおいて、工場又は事業所に複数の原子炉施設が設

置されている場合においては、複数の原子炉施設のうちその一部の原子炉施設

を廃止することが認められている。このような一部の原子炉施設の廃止の場合

には以下に留意する。 

①解体する原子炉の附属施設について 

工場又は事業所に複数の原子炉施設が設置されている場合において、対象

本文四 廃止措置対象施設及びその敷地 

１．廃止措置対象施設の範囲 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）大洗

研究所（北地区）では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

（昭和 32年 6月 10日法律第 166号。以下「原子炉等規制法」という。）に基づき

許可を受けた原子炉設置変更許可申請書（平成 24年 3月 30日付け 23受文科科第
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試験炉規則 

（2020/4/1施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1改訂） 

ＪＭＴＲ原子炉施設廃止措置計画 申請案 

（下線部：補正箇所） 

原子炉の附属施設を対象原子炉施設以外の原子炉施設と共用している場合に

は、その附属施設の取扱いが示されていること。 

②核燃料物質の譲渡しの方法について 

工場又は事業所に設置されている複数の原子炉施設のうち、その一部の原

子炉施設を廃止する場合の核燃料物質の譲渡しの方法として、工場又は事業

所内の廃止対象外の貯蔵施設（廃止対象の原子炉施設との共用施設を含む。）

において管理をする場合、当該施設の許認可上、管理が可能な施設であるこ

と。 

③放射性固体廃棄物の廃棄について 

工場又は事業所に設置されている複数の原子炉施設のうち、その一部の原

子炉施設を廃止する場合の放射性固体廃棄物の廃棄の方法として、工場又は

事業所内の廃止対象外の廃棄施設（廃止対象の原子炉施設との共用施設を含

む。）において管理をする場合、当該施設が許認可上、管理が可能な施設であ

ること。 

 

5940 号）に記載しているとおり、ＪＭＴＲ原子炉施設及びＨＴＴＲ原子炉施設の

設置許可を受けている。 

本廃止措置計画の廃止措置対象施設は、昭和 43 年 9 月 18 日付け 43 原研 05 第

51号をもって原子炉の設置に関する書類を提出し、原子炉等規制法第 23条第 1項

の許可を受けたとみなされたＪＭＴＲ原子炉施設である。 

また、共通施設である除染施設、タンクヤードから廃棄物管理施設の液体廃棄物

の受入れ施設に廃液を輸送する配管（以下「廃液輸送管」という。）及びモニタリ

ングポスト装置についても廃止措置対象施設であるＪＭＴＲ原子炉施設に含む。 

ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置対象施設を表４－１に示す。 

 

本文五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

表５－１ ＪＭＴＲ原子炉施設の解体対象施設 

※5：モニタリングポスト装置は、大洗研究所（北地区）の原子炉施設の共通施設

であることから、廃止措置後にＪＭＴＲ原子炉施設としての許可は効力を失

うが、他の原子炉施設の共通施設として引き続き使用するので解体対象施設

としない。 

 

本文十 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 

３．放射性固体廃棄物等 

放射性固体廃棄物のうち、施設の維持管理に伴い発生する廃棄物（以下「維持管

理付随廃棄物」という。）は、合理的に達成可能な限り低減に努め、従来の原子炉

設置変更許可申請書に記載している方法に基づき、廃棄物管理施設へ移送して引

き渡す。ただし、使用済イオン交換樹脂については、廃棄物管理施設又は処分場に

移送して引き渡す。 

放射性固体廃棄物のうち、解体撤去工事に伴い発生する廃棄物で放射性物質と

して扱う必要がないものを除いた廃棄物（以下「解体撤去廃棄物」という。）につ

いては、比較的放射能レベルが高いもの、放射能レベルが低いもの及び放射能レベ

ルが極めて低いものに区分し、廃止措置の終了までに、それぞれの放射能レベル区

分に応じて廃棄物管理施設又は処分場へ移送して引き渡す。 

≪以下省略≫ 

 

試験炉規則 

十二 廃止措置に係る品質マネジメントシ

ステム 

試験炉規則第 16条の 6第 1項第 12号 

（８）廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則（令和２年原子力規制委員会規則第２号）を踏まえ、設置許可申請書等に記載さ

れた方針に従って構築された品質マネジメントシステムに基づく廃止措置に関す

る一連のプロセスが示されていること。また、構築された品質マネジメントシステ

ムに基づき廃止措置を実施することが定められていること。 

 

本文十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する事項について、機構は、次の品質管理体制の計画(以下「品質管理計画」

という。)に定める要求事項に従 って、保安活動の計画、実施、評価及び改善を行

う。 

≪以下省略≫ 
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発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1改訂） 
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 ３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準  

試験炉規則 

第 16 条の 6 第 2 項 前項の申請書には、次

の各号に掲げる書類又は図面を添付しなけ

ればならない。 

 

研開炉規則 

第 111条第 2項 前項の申請書には、次に掲

げる書類又は図面を添付しなければならな

い。 

一 既に燃料体が炉心等から取り出されて

いることを明らかにする資料 

研開炉規則第 111条第 2項第 1号 

（試験研究用等原子炉施設は対象外） 

（１）既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかに

する資料 

（例）運転日誌等で炉心から燃料が取り出されていること、空白の炉心配置図等で

燃料が炉心に装荷されていないことが明らかになっていること。 

対象外 

試験炉規則 

一 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及

び廃止措置に係る工事作業区域図 

 

試験炉規則第 16条の 6第 2項第 1号 

（２）廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 

（例）敷地図の中で、廃止措置に係る部分（建屋、施設等）が明らかになっている

こと。 

添付書類一 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区

域図 

廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域概要図を

図１－１－１に示す。 

 

試験炉規則 

二 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に

関する説明書 

 

試験炉規則第 16条の 6第 2項第 2号 

（３）廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

原子炉施設の廃止措置においては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の

抑制又は低減の観点から、廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物の形態（放射性気

体廃棄物、放射性液体廃棄物等の別）に応じて適切な放射線管理の下に、確実に廃

棄が行われること、また、廃止措置期間中の平常時における周辺公衆への影響を確

認する。 

１）廃止措置期間中の放射線管理 

廃止措置期間中における核燃料物質による汚染の除去及び放射性廃棄物の廃

棄に係る放射線管理の基本的考え方、具体的方法（一般事項、管理区域、保全区

域及び周辺監視区域の設定若しくは解除、放射線業務従事者の放射線防護並び

に放射性廃棄物の放出管理）が示されていること。 

また、廃止措置期間中の核燃料物質による汚染の除去、放射性廃棄物の廃棄に

係る以下のような安全対策が示されていること。 

①核燃料物質による汚染の拡散防止策 

核燃料物質による汚染の拡散防止のため、必要に応じて汚染拡大防止囲

い、局所フィルタを使用する等の措置が講じられること。また、放射性気体

廃棄物について、施設内の給排気系の機能が維持されること。 

②被ばく低減対策 

核燃料物質による汚染の除去に当たって、必要に応じて遮蔽体の設置、呼

吸保護具の着用等の外部被ばくの低減及び内部被ばくの防止等の措置が講

じられること。 

添付書類二 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

１．放射線管理 

≪内容省略≫ 

２．放射性廃棄物の放出管理 

≪内容省略≫ 

３．平常時における一般公衆の被ばく 

３．１ 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

廃止措置の第 1段階では、原子炉の機能停止、核燃料物質の譲渡し、汚染状況の

調査等の作業を計画しているが、管理区域内設備の解体撤去については行わず、解

体対象施設のうち放射性気体廃棄物の処理及び放射性液体廃棄物の引渡しに必要

な機能については継続して維持管理する。このことから、第 1段階で発生する放射

性気体廃棄物及び液体廃棄物は、原子炉運転段階における原子炉停止時と同程度

である。 

以上のことから、第 1段階の平常時における一般公衆の被ばくは、「原子炉設置

変更許可申請書 添付書類九」と同様に小さい。 

なお、第 2段階以降については施設の汚染状況の調査の結果、解体撤去の工法及

び手順についての検討結果を踏まえ、第 2段階に入るまでに評価を実施し、廃止措

置計画に反映し変更認可を受ける。 

 

３．２ 放射性固体廃棄物による被ばく 

第 1段階で発生する放射性固体廃棄物は、維持管理付随廃棄物であり、原子炉運

転段階における原子炉停止時と同程度である。この維持管理付随廃棄物は、廃棄物
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２）廃止措置に伴う放射性廃棄物の発生量 

廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物について、適切な分類により発生量が

評価されていること。 

３）廃止措置期間中の平常時における周辺公衆の線量の評価 

原子炉施設の廃止措置期間中の放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の環

境への放出に伴う周辺公衆の線量、放射性固体廃棄物の保管に伴う直接線及び

スカイシャイン線による周辺公衆の線量が適切に評価されていること。 

①気象条件 

廃止措置期間中の原子炉施設からの平常時における放出放射性物質に起因

する周辺公衆の被ばく線量評価に関し、適切な気象観測方法、観測値の統計処

理方法及び大気拡散の解析方法（以下「気象条件」という。）により、大気中

における放射性物質の拡散状態が示されていること。 

この適切な気象条件としては、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象

指針」（昭和５７年１月２８日原子力安全委員会決定、平成１３年３月２９日

一部改訂。以下「気象指針」という。）に、大気中における放射性物質の拡散

状態を推定するために必要な気象観測方法、観測値の統計処理方法及び平常

運転時の大気拡散の解析方法が示されており、審査に当たっては、これを参考

とする。 

なお、気象指針では「本指針で定めた事項以外の方法を用いる場合があって

も、十分な根拠があればその使用を認められるものである」としていることに

留意する。 

②放射性物質の放出量の算出 

平常時に周辺環境に放出される放射性物質の量については、解体作業に伴

い空気中に飛散する粉じん等の放射性物質を対象とし、汚染拡大防止のため

に廃止措置期間中の作業等で生ずる粉じん等の拡散を防止するため、排気系

フィルタ等放射性物質除去装置、一時的に設けた設備等の機能を適切に設定

し算出されていること。 

なお、炉型の特質や施設の状況に応じ、核種ごとの被ばく寄与を考慮したう

えで、評価の対象となる放射性物質が考慮されていること。 

③放出放射性物質に起因する周辺公衆の被ばく線量 

評価対象核種の環境移行における特徴を考慮した被ばく経路を設定すると

ともに、適切なパラメータを用いた被ばく評価モデルを設定し、上記①の気象

条件及び②の放出量を用いて、周辺監視区域外の評価地点における、放出放射

性物質に起因する被ばく線量が適切に評価されていること。 

ここで、「Ⅲ．審査の執務要領 １．基本的考え方」に示したとおり、廃止措

置計画については、施設の解体及び核燃料物質による汚染の除去等の措置が、

原子力規制委員会の定める周辺監視区域外の線量限度を超えないよう講じら

れるものであること。さらに、原子炉設置者及び旧原子炉設置者等において

は、原子炉施設周辺の一般公衆の線量を合理的に達成できる限り低く保つた

管理施設に引渡し等をするまでの間、ＪＭＴＲ原子炉施設内の保管廃棄施設に保

管することになる。この保管廃棄施設を線源とした直接線及びスカイシャイン線

による一般公衆の被ばく線量を推定した。なお、線源が地下にある場合、土壌、壁、

床等により十分遮蔽され、直接線及びスカイシャイン線による影響は無視できる

ほど小さくなることから、原子炉建家（1 階）、タンクヤード及び除染施設に設置

する保管廃棄施設を線源とした評価を行う。 

保管廃棄施設として指定する場所は、表２－１－１に示す管理区分の甲区域（常

時放射線業務従事者が作業する所で、自由に立入りできる場所）に設置するため、

その場所の管理基準である線量当量率25μSv/h以下となるよう必要に応じて遮蔽

体を設け管理するものとする。したがって、保管廃棄施設の境界線量が、約

25μSv/h となるような線源を用いて評価した。計算条件を表２－３－１に示す。 

直接線は点減衰核積分コード「ＱＡＤ」（１）を、スカイシャイン線はガンマ線

１回散乱線計算コード「Ｇ３３」（１）を用いて評価した。その結果、保管廃棄施

設に保管した放射性固体廃棄物からの直接線及びスカイシャイン線による各々の

評価地点における空間線量の評価値は、原子炉建家（1階）で 4.0×10-2μGy、タ

ンクヤードで 2.0μGy、除染施設で 9.3μGy となり、保守的に各々の評価値を合計

した場合で年間約 12μGy となる。よって、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査に

おける一般公衆の線量評価について」（平成元年 3月 27日原子力安全委員会了承、

平成 13 年 3 月 29 日原子力安全委員会一部改訂）で示された空気カーマで年間

50μGy より小さい値となる。 

なお、第 2段階以降については施設の汚染状況の調査の結果、解体撤去の工法及

び手順についての検討結果を踏まえ、第 2段階に入るまでに評価を実施し、廃止措

置計画に反映し変更認可を受ける。 

 

４．放射線業務従事者の被ばく 

廃止措置の第 1段階では、安全確保上必要な機能を維持管理しつつ、原子炉の機

能停止、核燃料物質の譲渡し、汚染状況の調査等の作業を計画しており、管理区域

内の施設の解体撤去は実施しない。これら作業は、施設の運転段階における原子炉

停止時の保守管理作業等と同様に、保安規定等に基づき放射線管理を適切に行う

とともに、作業ごとに放射線作業計画書や手順書等を作成し、被ばく低減を図る。 

なお、第 2段階以降については施設の汚染状況の調査の結果、解体撤去の工法及

び手順についての検討結果を踏まえ、第 2段階に入るまでに評価を実施し、廃止措

置計画に反映し変更認可を受ける。 
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めの努力が払われていること。 

このような観点からの評価の方法としては、原子力安全委員会の「発電用軽

水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（昭和５１年９月２８日

原子力委員会決定、平成１３年３月２９日原子力安全委員会一部改訂）（以下

「線量評価指針」という。）、旧原子炉安全基準専門部会の「発電用軽水型原子

炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」（平成元年３月２７

日原子力安全委員会了承、平成１３年３月２９日原子力安全委員会一部改訂）

が示されており、審査に当たってはこれらを参考とする。 

なお、線量評価指針では、「本指針以外の計算モデルとパラメータを用いる

場合があっても、十分な根拠があれば、その使用は認められるものである」と

していることに留意する。 

④廃止措置期間中に保管する放射性固体廃棄物に起因する直接線量とスカイシ

ャイン線量の評価 

廃止措置期間中に管理区域内において保管する放射性固体廃棄物に起因す

る直線線量とスカイシャイン線量について被ばく線量が評価されているこ

と。 

この場合において、廃止措置期間中に管理区域内において保管する放射性

固体廃棄物の保管量が適切に設定されていること。また、保管廃棄施設の遮蔽

設計、評価地点までの距離が適切に考慮されていること。 

４）廃止措置期間中における放射線業務従事者の受ける線量 

廃止措置期間中における放射線業務従事者の総被ばく線量を事前に評価し、

廃止措置における作業方法、被ばく低減対策の妥当性を検討していること。 

 

試験炉規則 

三 廃止措置中の過失、機械又は装置の故

障、地震、火災等があつた場合に発生するこ

とが想定される事故の種類、程度、影響等に

関する説明書 

 

試験炉規則第 16条の 6第 2項第 3号 

（４）廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生

すると想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 

廃止措置計画が認可の基準に適合するものであることを確認するに当たっては 

廃止措置期間中の平常時における一般公衆への影響はもとより、廃止措置の工事

上の過失等があった場合に発生すると想定される原子炉施設の事故の種類、程度、

影響等を確認する。 

１）想定すべき事故 

核種ごとの被ばくへの寄与を考慮したうえで、放射性物質の放出量が最大と

なる事故が想定されていること。 

２）事故時における周辺公衆の線量評価 

①気象条件 

廃止措置期間中の原子炉施設からの事故における放出放射性物質に起因

する公衆の被ばく線量評価に関し、適切な気象条件が示されていること。 

この適切な気象条件としては、気象指針に示された大気中における放射

性物質の拡散状態を推定するために必要な気象観測方法、観測値の統計処

添付書類三 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合

に発生する ことが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 

１．概要 

本説明書では、廃止措置中の工事上の過失、機械若しくは装置の故障又は地震、

火災その他の災害に起因して万一事故が発生したとしても、一般公衆に過度の放

射線影響を及ぼすおそれがないことを説明する。なお、第 1段階で想定される事故

についてのみ評価を行った。第 2段階以降については、施設の汚染状況の調査の結

果及び解体撤去の工法及び手順についての検討結果を踏まえ、第 2 段階に入るま

でに評価を実施し、廃止措置計画に反映し変更認可を受ける。 

２．評価 

２．１ 最も影響の大きい事故の選定 

≪中略≫ 

以上から、廃止措置期間中の第 1 段階での一般公衆への被ばく影響が最も大き

い事故を選定する。 

「(a)燃料取扱事故」については、核分裂生成物の放出による事故の想定である。

「(b)廃棄物の保管中の火災」及び「(c)フィルタの破損」については、放射性物質



 

資料２- 13 

試験炉規則 

（2020/4/1施行） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準 

（2020/4/1改訂） 

ＪＭＴＲ原子炉施設廃止措置計画 申請案 

（下線部：補正箇所） 

理方法及び想定事故時の大気拡散の解析方法があり、審査に当たっては、こ

れを参考とする。 

なお、気象指針では「本指針で定めた事項以外の方法を用いる場合があっ

ても、十分な根拠があればその使用を認められるものである」としているこ

とに留意する。 

②放射性物質の放出量 

放射性物質の放出量は、炉型の特質や施設の状況に応じ、核種ごとの被ば

くへの寄与を考慮したうえで放射性物質を考慮し算出されていること。 

③放出放射性物質に起因する周辺公衆の被ばく線量 

評価対象核種の環境移行における特徴を考慮した被ばく経路を設定する

とともに、適切なパラメータを用いた被ばく評価モデルを設定し、上記①の

気象条件及び②の放出量を用いて、敷地外の評価地点における、放出放射性

物質に起因する被ばく線量が適切に評価されていること。 

線量評価の方法としては、上記（３）３）③に述べた原子力安全委員会の

指針類を審査に当たって参考とする。廃止措置の工事上の過失等があった

場合に発生すると想定される原子炉施設の事故の種類、程度、影響等が周辺

公衆に与える放射線被ばくのリスクを確認する際の考え方としては、「水冷

却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成３年７月１

８日原子力安全委員会決定、平成１３年３月２９日原子力安全委員会一部

改訂）解説における事故評価において示された考え方を参考とする。 

当該指針では、事故評価に対しては「周辺の公衆に対し、著しい放射線被

ばくのリスクを与えないこと。」を判断の基準のひとつとして示している

が、当該指針解説では、この基準については、『「著しい放射線被ばくのリス

ク」を、事故による線量と事故の発生頻度の兼ね合いを考慮して判断するも

のである。』とし、『ＩＣＲＰの１９９０年勧告によれば、公衆の被ばくに対

する年実効線量限度として、１ｍＳｖを勧告しているが、特殊な状況におい

ては、５年間にわたる平均が年当たり１ｍＳｖを超えなければ、単一年にこ

れよりも高い実効線量が許されることもありうるとなっている。これは平

常時の放射線被ばくについての考え方であるが、これを発生頻度が小さい

「事故」の場合にも適用することとし、周辺公衆の実効線量の評価値が発生

事故当たり５ｍＳｖを超えなければ「リスク」は小さいと判断する。』とし

ている。 

 

の放出による事故の想定である。なお、「(b)廃棄物の保管中の火災」は、「(c)フィ

ルタの破損」と比べ、放射性核種は同じであるが、放射能量が大きい。 

以上より、「(a)燃料取扱事故」、「(b)廃棄物の保管中の火災」の事故は、対象の

放射性核種が異なることから、それぞれの事故を評価する。 

２．２ 燃料取扱事故及び廃棄物の保管中の火災における一般公衆の被ばく線量

評価 

≪内容省略≫ 

２．３ 最も影響の大きい事故における一般公衆の被ばく線量評価結果 

燃料取扱事故による実効線量は約 3.1×10-6mSv、廃棄物の保管中の火災による実

効線量は約 1.9×10-2mSv であることから、廃棄物の保管中の火災が最も影響の大

きい事故となる。 

以上より、廃棄物の保管中の火災による実効線量は、約 1.9×10-2mSv であり、

判断基準（5mSv）に比べて小さく、一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えることはない。 

なお、本結果を基に、可燃物であるカートンボックス及びフィルタを保管する金

属製の容器又は金属製の保管庫毎に制限量を設ける。制限量については、

1.8×109Bq 又は 2.0×107Bq と保管できるカートンボックス数との積のいずれか小

さい方とする。制限量については保安規定等に基づき管理する。 

３．被ばく線量に使用する気象条件 

原子炉施設から放出される気体状の放射性廃棄物による一般公衆の被ばく評価

解析に使用する気象資料を得るために、大洗研究所（北地区）の周辺監視区域内に

「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」(６)（以下「気象指針」とい

う。）に基づき気象観測設備を配置し、風向、風速、日射量、放射収支量等の観測

及び解析を行っている。 

≪以下省略≫ 

 

試験炉規則 

四 核燃料物質による汚染の分布とその評

価方法に関する説明書 

 

試験炉規則第 16条の 6第 2項第 4号 

（５）核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

原子炉の機能停止時又は原子炉施設の解体撤去時に原子炉施設に残存する放射

性物質（放射化放射性物質、汚染放射性物質及び原子炉の運転中に発生した放射性

固体廃棄物）の種類、数量及び分布が、原子炉の運転履歴等を基にした計算結果、

測定結果等により、適切に評価されていること。 

添付書類四 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 

１．概要 

ＪＭＴＲ原子炉施設に残存する放射性物質は、放射化汚染物と二次汚染物に分

けられる。 

放射化汚染物は、原子炉本体等が中性子照射を受けて放射化することにより発

生するものである。二次汚染物は、放射化された炉心要素等が冷却水中に溶出した
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 もの及び冷却水中の腐食生成物が炉心部で放射化されたもの（以下「放射性腐食生

成物」という。）が設備機器等の内面に付着することにより発生するものである。 

ＪＭＴＲ原子炉施設における放射化汚染物及び二次汚染物の評価は、それぞれ

以下のとおりである。 

２．放射化汚染物 

≪内容省略≫ 

３．二次汚染物 

≪内容省略≫ 

 

本文十 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 

表１０－１ 放射性固体廃棄物の放射能レベル区分ごとの推定発生量 

図１０－３ 主な廃止措置対象施設の推定汚染分布 

 

試験炉規則 

五 性能維持施設及びその性能並びにその

性能を維持すべき期間に関する説明書 

 

試験炉規則第 16条の 6第 2項第 5号 

（６）性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明

書 

性能維持施設の各設備等の維持管理、その他の安全対策について、性能を維持す

べき期間にわたって以下の措置を講ずることが示されていること。 

１）建屋(家)・構築物等の維持管理 

放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建家・構築物等については、

これらの系統及び機器を撤去するまでの間、放射性物質の外部への漏えいを

防止するための障壁及び放射線遮蔽体としての機能を適切に維持管理するこ

と。 

２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の維持管理 

新燃料及び使用済燃料を核燃料物質貯蔵設備で保管する期間にあっては、

所要の性能を満足するよう当該核燃料物質貯蔵設備及び核燃料物質取扱設備

を維持管理すること。 

また、使用済燃料の著しい損傷を緩和し及び臨界を防止するために必要な

設備を維持管理すること。 

３）放射性廃棄物の廃棄施設については、適切に維持管理すること。 

４）放射線管理施設の維持管理 

原子炉施設内外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区

域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理に係る設備については、適切

に維持管理すること。 

５）解体中に必要なその他の施設の維持管理 

①核燃料の貯蔵管理及び放射性廃棄物の処理に伴い必要な場合、放射線業務従

事者の被ばく低減化のため空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放

射性粉じんが発生する可能性のある区域で原子炉施設外への放出の防止及び

他区域への移行の防止のために必要な場合は、換気設備を適切に維持管理す

添付書類五 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関す

る説明書 

１．廃止措置期間中の原子炉施設の維持管理 

主な設備等の維持管理の考え方は以下のとおりである。 

（１）放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建家及び構築物については、

これらの系統及び設備を撤去するまでの期間、放射性物質の外部への漏えい

防止のための障壁としての機能及び放射線遮蔽機能を維持管理する。 

（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設については、新燃料要素及び使用済燃料

をＪＭＴＲから搬出するまでの期間、燃料取扱機能、臨界防止機能、水位維持

機能及び水質維持機能を維持管理する。 

（３）放射性廃棄物の廃棄施設については、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄

物を適切に処理するため、放射性気体廃棄物の処理機能及び放射性液体廃棄

物の貯留機能を維持管理する。 

（４）放射線管理設備については、原子炉施設内外の放射線監視、環境への放射性

物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理の

ために、放射線監視機能及び放出管理機能を維持管理する。 

（５）換気設備については、使用済燃料の貯蔵管理、放射性廃棄物の処理及び放射

線業務従事者の被ばく低減等を考慮して、原子炉建家内の換気機能を維持管

理する。 

（６）その他の安全確保上必要な設備（照明設備、精製系統、ＵＣＬ系統及び空気

系統）及び廃止措置に伴い保安のために講じる措置に用いる設備（可搬型発電

機、可搬型照明設備及びサーベイメータ）については、それぞれの設備に要求

される機能を保安規定等に基づき、供用が終了するまで、維持管理する。 

（７）その他の安全確保上必要な設備及び廃止措置に伴い保安のために講じる措

置に用いる設備については、必要な期間中、安全確保上必要な機能及び性能が

維持できるよう、適切な頻度で点検、検査及び校正を実施する。 
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ること。 

②商用電源が喪失した際、解体中の原子炉施設の安全確保上必要な場合には、適

切な容量の電源設備を確保し、これを適切に維持管理すること。 

③その他の安全確保上必要な設備（照明設備、補機冷却設備等）については、適

切な機能が確保されるよう維持管理すること。 

６）検査・校正 

性能維持施設の各設備、機器等及び廃止措置に伴い保安のために講じる措

置等については、安全の確保上必要な機能及び性能を必要な期間中維持でき

るよう適切な頻度で検査・校正を行うこと。 

７）その他の安全対策 

原子炉施設の廃止措置期間中においては、保安のために以下のような措置

を講じることが示されていること。 

①管理区域は、放射線被ばく等の可能性の程度に応じてこれを適切に区分し、保

安のための措置を講ずるとともに、放射線業務従事者の不必要な被ばくを防

止するため、これらの区域に対する立入りを制限する措置を講ずること。 

②周辺環境へ放出される放射性物質の管理が適切に行われていることを確認す

るため、解体中の原子炉施設からの放出の管理に係る放射線モニタリング及

び周辺環境に対する放射線モニタリングを適確に行うこと。 

③核燃料物質が原子炉施設に存在する期間中の原子炉施設への第三者の不法な

接近等を防止する措置を講ずること。 

④放射線障害防止の観点から、火災の防護設備については適切に維持管理する

こと。また、可燃性物質が保管される場所にあっては、火災が生ずることのな

いよう適切な防護措置を講じること。 

○発電用原子炉施設においては、性能維持施設に係る維持管理方法が示されてい

ること。また、性能維持施設の維持すべき性能が 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力

規制委員会規則第６号）第二章及び第三章 

又は 

・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第１０号）第二章及び第三章 

の規定によらない場合は、その根拠を具体的に記載すること。 

 

○試験研究用等原子炉施設の廃止措置は、一般的に、試験研究用等原子炉からの核

燃料の撤去等の試験研究用等原子炉の機能停止、系統の隔離や密閉、試験研究用等

原子炉施設の解体撤去等段階的に長期にわたり実施される。このような廃止措置

期間中、試験研究用等原子炉施設の解体撤去に当たっては、公衆及び放射線業務従

事者の受ける線量の抑制又は低減の観点から、保安のために必要な試験研究用等

原子炉施設を適切に維持管理しつつ作業が実施される必要がある。こうしたこと

に鑑み、廃止措置の全体計画として、廃止措置の着手時期、維持管理期間、解体撤

（８）その他の安全対策として以下の措置を講じる。 

・管理区域は、放射線被ばく等の可能性の程度に応じてこれを適切に区分し、保

安のための措置を講じるとともに、放射線業務従事者の不必要な被ばくを防

止するため、これらの区域に対する立入りを制限する措置を講じる。 

・周辺環境へ放出される放射性物質の管理が適切に行われていることを確認す

るため、廃止措置対象施設からの放出の管理に係る放射線モニタリング及び

周辺環境に対する放射線モニタリングを適確に行う。 

・核燃料物質が廃止措置対象施設に存在している期間中、当該施設への第三者の

不法な接近等を防止する措置を講じる。 

・火災防護設備については、消火器及び自動火災報知設備等を保安規定等に基づ

き維持管理する。また、可燃性物質が保管される場所にあっては、火災が生じ

ることのないよう適切な防護措置を講じる。 

（９）共通施設である除染施設及び廃液輸送管については、供用を終了するまでの

期間、従来と同様、保安規定等に基づき維持管理する。 

（１０）共通施設であるモニタリングポスト装置は、廃止措置期間中維持管理し、

ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置終了後も他の原子炉の共通施設として維持管

理する。 

 

２．その他 

ＪＭＴＲ原子炉施設を活用した廃止措置及び高経年化に係る調査及び研究を実

施する場合は、性能維持施設の機能並びに性能に影響を与えないことを確認した

上で実施する。 

 

※工程表は本文十一のとおり 

※残存する放射性物質の評価は添付書類四のとおり 
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去工事に着手する時期及び終了時期を示すために、必要に応じて廃止措置の方針・

手順を時間軸の単位を年度として工程表により示すとともに、廃止措置の全体計

画の概要が説明されていること。 

また、試験研究用等原子炉施設に残存する放射性物質の評価については、試験研

究用等原子炉の機能停止時又は試験研究用等原子炉施設の解体撤去時に試験研究

用等原子炉施設に残存する放射性物質（放射化放射性物質、汚染放射性物質及び試

験研究用等原子炉の運転中に発生した放射性固体廃棄物）の種類、数量及び分布

が、試験研究用等原子炉の運転履歴等を基にした計算結果、測定結果等により、適

切に評価されていること。 

 

試験炉規則 

六 廃止措置に要する費用の見積り及びそ

の資金の調達計画に関する説明書 

 

試験炉規則第 16条の 6第 2項第 6号 

（７）廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書 

①廃止措置に要する費用 

原子炉施設解体に要する費用の見積もり総額が明示されていること。 

②資金調達計画 

実用発電用原子炉については、発電用原子炉施設解体引当金累積積立額が明

示され、それを含めた費用の調達方法が明示されていること。 

 

添付書類六 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説

明書 

１．廃止措置に要する費用 

ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置に要する総見積額は、表６－１－１に示すとお

り約 180億円である。 

２．資金調達計画 

廃止措置に要する費用については、一般会計運営費交付金及び一般会計施設整

備費補助金により充当する計画である。 

 

試験炉規則 

七 廃止措置の実施体制に関する説明書 

 

試験炉規則第 16条の 6第 2項第 7号 

（８）廃止措置の実施体制に関する説明書 

１）主たる工場又は事業所及び廃止措置に係る工場又は事業所において定める以

下の事項が定められていること。 

①廃止措置に係る組織 

②廃止措置に係る各職位の職務内容 

２）廃止措置に係る工場又は事業所における廃止措置の実施に当たり、その監督を

行う者を選任する際の基本方針が定められていること。 

 

なお、廃止措置の実施に当たりその監督を行う者（以下「廃止措置主任者」とい

う。）としては、表１記載の者から選任していることが望ましい。 

また、法第４３条の３の２６は、発電用原子炉の運転に関し保安の監督を行う者

として発電用原子炉主任技術者を選任する義務を規定しているが、廃止措置計画

認可の際には実用炉規則第１１６条第２項第１号及び開発炉規則第１１１条第２

項第１号において使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることが確

認されており、発電用原子炉が運転されないことから、法第４３条の３の２６の発

電用原子炉主任技術者の選任義務は課されないこととなる。（試験研究用等原子炉

においても同様とする。） 

表１ 廃止措置主任者の選任要件 

廃止措置対象施設 以下のいずれかに該当する者 

添付書類七 廃止措置の実施体制に関する説明書 

１．廃止措置の実施体制 

ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置の実施体制については、原子炉等規制法第 37条

第 1項及び試験炉規則第 15条第 1項に基づき、保安規定において保安管理体制を

定め、廃止措置の業務に係る各職位とその職務内容を記載し、それぞれの役割分担

を明確にするとともに、保安に必要な事項の審査をするための委員会の設置及び

審査事項を規定する。また、廃止措置における保安の監督を行う者の任命に関する

事項及びその職務を明確にし、その者に各職位の業務を総括的に監督させるもの

とする。 

これらの体制を確立することにより、廃止措置に関する保安管理業務を円滑か

つ適切に行う。 

２．廃止措置に係る経験 

原子力機構は、ＪＰＤＲ、ＪＲＲ－２等の原子炉施設等の解体実績を有し、廃止

措置に係る技術開発等の成果が原子力安全委員会指針である「原子炉施設の解体

に係る安全確保の基本的考え方－ＪＰＤＲの解体に当たって－」（昭和 60年 12月

19日原子力安全委員会決定、平成 13年 8月 6日「原子炉施設の解体に係る安全確

保の基本的考え方」として一部改訂）に反映される等、廃止措置に係る経験を有し

ている。 

また、ＪＭＴＲでの運転・保守において、保守管理、保安管理及び放射線管理等

の経験･実績を有している。 
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に核燃料物質が存 

在する場合 

イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有する

者 

ロ 法第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状を有

する者 

ハ 技術士法第３２条第１項の規定により技術士登録簿

の原子力・放射線部門に登録を受けた者（試験研究用

等原子炉に限る） 

廃止措置対象施設 

に核燃料物質が存 

在しない場合 

以下のいずれかに該当する者 

イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有する

者 

ロ 法第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状を有

する者 

ハ 技術士法第３２条第１項の規定により技術士登録簿

の原子力・放射線部門に登録を受けた者（試験研究用

等原子炉に限る） 

ニ 放射性同位元素等の規制に関する法律第３５条第１

項の第１種放射線取扱主任者免状を有する者 

  
 

廃止措置期間においては、これらの経験を基に適切な解体撤去、設備の維持管理

及び放射線管理を安全に実施する。 

３．技術者の確保 

平成 30 年 10 月 1 日現在におけるＪＭＴＲ原子炉施設の原子力関係技術者は 76

名在籍している。その内、廃止措置の監督を行う者の選任要件である原子炉主任技

術者の有資格者は 2 名、核燃料取扱主任者の有資格者は 3 名、放射線取扱主任者

（第１種）の有資格者は 12名、技術士登録簿の原子力･放射線部門に登録を受けた

者は 4名であり、十分な人数の技術者が確保されている。 

今後も廃止措置を適切に実施し、安全の確保を図るために必要な技術者及び有

資格者を確保していく。 

４．技術者に対する教育・訓練 

ＪＭＴＲの技術者に対しては、原子力機構内原子力人材育成センター及び外部

研修等において教育訓練を行っており、今後も廃止措置を行うために必要となる

専門知識及び技術・技能を維持･向上させるための教育・訓練を行う。 

 

試験炉規則 

八 廃止措置に係る品質マネジメントシス

テムに関する説明書 

 

試験炉規則第 16条の 6第 2項第 8号 

（９）廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

この項目には以下の記載が明示されていること。 

①原子炉施設保安規定において、事業者の代表者をトップマネジメントとする品

質マネジメントシステムを定めること。 

②廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確

にし、これらを効果的に運用することにより、原子力安全の達成・維持・向上を

図ることが明示されていること。 

③品質マネジメントシステムのもとで機能を維持すべき設備及びその他の設備の

保守等の廃止措置に係る業務が行われることが明示されていること。 

 

添付書類八 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

廃止措置期間中における品質マネジメント活動は、「十二 廃止措置に係る品質

マネジメントシステム」を踏まえ、原子炉等規制法第 35条第 1項並びに試験炉規

則第６条の３及び第 15条第２項に基づき、保安規定において、理事長をトップマ

ネジメントとする品質マネジメント計画を定め、保安規定及び品質マネジメント

計画書並びにその関連文書により廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及

び改善の一連のプロセスを明確にし、これらを効果的に運用することにより、原子

力安全の達成・維持・向上を図る。 

また、廃止措置期間中における品質マネジメント活動は、廃止措置における安全

の重要性に応じた管理を実施する。 

「六 廃止措置期間中に性能を維持すべき試験研究用等原子炉施設」に示す廃

止措置期間中の性能維持施設その他の設備の保守等の廃止措置に係る業務は、こ

の品質マネジメント計画の下で実施する。 

 

 


